
２０２４年度（令和６年度）協働のまちづくり推進事業報告書 

旭丘学区まちづくり推進委員会 委員長 三島 秀樹 

  (問合せ先) ０８４－９４３－９７８７（旭丘交流館） 

事業内容 

（１）人権と世代別事業 １．人権啓発活動（１２月） 

            ２．人権週間 IN旭丘（１２月４日～１３日） 

            ３．完熟とまと（１０月～１月 ５講座） 

            ４．サタデー遊び塾（５月～３月 ９講座） 

            ５．乳児ランド村（７月～３月 ５講座） 

            ６．夏休み講座（８月６日・７日 ２講座） 

            ７．子ども主体の活動（７月１５日・８月２１日） 

（２）安心・安全事業  ８．子ども安全見守り活動（４月～３月） 

            ９．旭丘まちづくり支援隊活動（２月８日） 

            10．防災と防犯活動（１１月２４日） 

            11．エリア３０活動（５月・７月１日～） 

（３）環境衛生事業   12．散乱ごみゼロ活動（６月～２月 ４回 雨天中止１回） 

            13．環境・公衆衛生推進活動（１１月３日） 

（４）福祉事業     14．長寿お祝い（９月１６日） 

            15．老人会活動支援（通年） 

（５）地域活性化事業  16．あいさつ運動（９月２９日・１０月２０日・１１月１日） 

            17．運動会（９月２９日） 

            18．二上りおどり（本番８月１３日・練習８月１０日～１２日） 

            19．地域花いっぱい活動（３月１６日） 

            20．旭丘とんど（１月１９日） 

            21．文化祭（１０月２０日） 

            22．チャリティー募金（９月１日 ８月３１日は中止） 

            23．まちづくりコンサート（中止） 

            24．グラウンドゴルフ大会（３月２３日） 

            25．地域まちづくり拠点活動（通年） 

（６）広報事業     26．広報活動 会報「愛 LOVE旭丘」発行 

（７）委員会運営事業  27．まちづくり推進委員会運営事業（通年） 

成 果 

 学区人権標語の「のぼり」を作成し、地域の方々へ認知してもらう一歩となった。「人権週間 IN旭丘」の掲

示では、人権意識の向上に努めた。また防災避難訓練や防災講演会を通じて、防災意識向上へとつながった。 

「エリア３０」では、団地内生活道路における安全化を図り、地域住民みんなで取り組む必要性をアピールで

きた。 

旭丘とんど 

完熟とまと 

人権週間 IN旭丘 



課 題 

 予定していた事業は、ほぼ実施できたが、全体的に参加者が少ない。多くの住民に事業の目的・ねらいなど

理解してもらえるような事業内容の検討やＰＲ活動など工夫していかなければならない。そしてまちづくりの 

構成団体との連携強化も必要である。 

課題解決にむけて 

 旭丘学区まちづくり事業の基本コンセプト『自分たちのまちは、自分たちでつくる』『いざという時に頼り

になるのは“地域の絆”』を地域の方々にもっと意識してもらい、まちづく活動の盛り上げを図っていく。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「エリア３０
サンマル

」活動 

「旭丘学区独自のまちづくり活動」 

２０２４年７月１日 キックオフ

【エリア３０】活動範囲…みどりｴﾘｱ・緑陽台ｴﾘｱ・平成台ｴﾘｱ・ゆめみが丘ｴﾘｱ

※宣言書提出のお願い

家庭内で、この取り組みを共有していただき、「宣言書」に世帯代表者が署名願います！

　キリトリセンから下部を、提出用封筒に入れて提出してください。

　（キリトリセンから上部は、家庭内で掲示してください）

　提出は、町内会役員または旭丘交流館（郵便受け投函可）に提出してください。

　提出期限　２０２４年６月１５日（土）

※お預かりした「宣言書」は、旭丘学区まちづくり推進委員会が保管します。

※宣言書を提出された方には「宣言ステッカー」をお渡しします。

「宣言ステッカー」は、玄関ドア、または郵便受けなどに貼付してください。

私は、旭丘団地内の生活道路を「３０Km/ｈ以下」で走行することを宣言し、実践します！

　↑ 世帯代表の方が自書してください。

名 前

キリトリセン

提出用 『エリア３０』活動宣言書

住 所  福山市

活動を宣言し、実践します！

愛Love旭丘

『エリア３０』活動宣言
私たちは、地域の生活道路での安全化に向けた、

『エリア３０』（団地内の生活道路を「３０Km／ｈ以下」で走行する）

旭丘の「エリア３０」は住民が生活道路の安全

化のために、活動を宣言し、実践する住民が主

体的に行動で示す、安全化に向けた学区独自の

取組です。 

 


